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☆弁理士の眼［183］ ………………………… ⑴

〔キーワード〕　位置商標（三つの略輪状の炎の

立体的形状）、商品の形状（立体商標とは何か）、

商標法３条１項３号・法３条２項の適用性、

グッドデザイン賞、自他商品の識別力、本願商

標の原告事業商品への認識、特許権の存続期間

満了による公益性と商標法の存在意義との関係

【事案の概要】
１　本件は、原告が出願した商標について拒絶査定

を受けたことから、不服審判請求をしたところ、
請求は成り立たない旨の審決がされたので、原告
がその取消しを求める事案である。

２　前提事実（当事者間に争いのない事実並びに掲

記の証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実）

 牛 木 内 外 特 許 事 務 所
弁理士　牛　木　理　一

183

「位置商標」拒絶審決取消請求事件
－知財高裁令和１（行ケ）10125．令和２年２月12日（２部）判決＜請求棄却＞－
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貴社のグローバル知財戦略を、

競合他社の開発動向を踏まえた権利化で

支援する異次元プロフェッショナル集団

ttdc-ip@ml.toyota-td.jp

外 国 出 願 ・ 権 利 化

TTDC, your IP partner 


